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午後１時０２分 開会 

 

○ 徳田小委員長 

 定刻になりましたので、ただいまから、食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会第５回需給小委員会を開催させていた

だきます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、ご出

席いただきまして誠にありがとうございます。 

 まずは、お手元の資料の配付資料一覧を御覧いただきます。資

料１から５まで、それから参考資料が１から５までございます。

よろしいでしょうか。 

 本日は「梶川委員」が所用によりご欠席でございます。 

 それでは、事務局を代表しまして、果樹花き課長よりご挨拶い

ただきます。 

○ 竹原果樹花き課長 



 需給小委員会の委員の先生方におかれましては、ご多忙の中、

ご出席いただきありがとうございます。特に、徳田先生におかれ

ましては、引き続きとりまとめの労をお執りいただき感謝申し上

げます。 

 本日は、第５回として、三つの議題を予定しております。 

 先ず、くだもの２００ｇ運動を中心とした「消費拡大の今後の

方向」に関してご議論をお願いいたします。これは、夏までの議

論の中で積み残された問題であり、今後の果樹政策の柱の一つで

あると考えております。 

 次に、主要果樹の生産動向に関して資料を用意しておりますの

で、ご議論をいただきたいと考えております。 

 前回の小委員会では、需要見通しについて、５年前に策定した

ものを踏まえ、最近の需要動向をご議論いただきましたが、今回

はこれと対をなす生産の動向です。 

 前回もご説明しましたが、生産の動向に関しましては、本日の

議論を踏まえて２２日に予定しております産地・経営小委員会に

も報告することとしております。 

 いずれにしましても、企画部会の議論とも密接に関係いたしま

すので、企画部会での議論の動向を踏まえ、年が明けてから具体

的な目標の検討をお願いしたいと考えております。 

 最後に、１２月には果樹部会を開催し、これまでの議論を踏ま

えた論点整理が必要と考えております。そこで、「中間論点整

理」にさらに加えるべき点等がありましたらご意見を賜りたいと

考えております。 

 以上、今回の小委員会についてご説明いたしました。 

 委員の皆様には、本日も、前向きで活発な議論をお願い申し上

げ、簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます。 

○ 徳田小委員長 

 本日の第５回小委員会においては、本日の議題であります「消

費拡大対策の今後の方向」、それから果実の需要見通しに関しま

して、前回の需要動向に引き続き「主要果樹の生産動向」につい

ての説明を受け、ご意見をいただきたいと考えております。その

後に、小委員会として、論点整理に向けた意見集約を行いたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

 なお、来月、果樹部会が予定されておりまして、その意見集約

に当たりましては、具体的なご意見について、８月の中間論点整

理を基に、更に盛り込むべき事項があるかとの観点によりご意見

いただければと考えております。 

 ここまでで、特にご質問・ご意見等ございましたら、お願いい

たします。 

 特にないようですが、本日の小委員会も委員皆様からの積極的

な御発言により実のあるものとなりますよう、宜しくお願いしま

す。 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○ 大出課長補佐 

 それでは、資料３「消費拡大対策の現状と今後の方向」につい

て、説明させていただきます。 

 １頁でございますけれども、「毎日くだもの２００グラム運



動」の概要ということで、２月及び４月の資料にも載せておりま

すので、簡単におさらいということで再度説明させていただきま

す。「食生活指針」、「健康日本２１」においても、果物は健康

的な食生活のために必要不可欠な品目との位置付けがなされてお

ります。このため、果物の生産・流通関係者及び医学者、農学

者、日本栄養士会、全国学校給食研究会等の専門家による「果物

のある食生活推進全国協議会」、座長を坂本元子教授にお願いし

ておりますけれども協議会を開催し、果物の健康機能性等につい

て普及・啓発を行う「毎日くだもの２００ｇ運動」を平成１３年

度から全国的に展開しております。２００ｇは、「第六次改定日

本人の栄養所要量の活用」における国民１人当たりの果実類の摂

取目標量、可食部１５０ｇに、消費者の利便・理解に資するよ

う、皮・芯等の廃棄部を含めた重量であります。なお、平成１５

年８月の「果物のある食生活推進全国協議会」におきまして、こ

れまでの取組について検証の必要性が提案され、評価検討会を設

置し、これまでの取組の評価と今後の展開方向等についての検討

を行ったところでございます。 

 ２頁以降の資料におきましては、検討会における報告を中心に

とりまとめております。２頁目におきましては、１５年度におけ

る消費拡大対策の主な取組と課題ということで主にマスメディア

とシンポジウム等における長所、短所等を記載しております。テ

レビ、ラジオでございますが、テレビ、ラジオは、影響力が強く

即効性があり、幅広いエリアと幅広い視聴層に対して訴求が可能

でありますが、経費が高く、コストパフォーマンスに留意が必要

であります。右の方に主な取組の内容を掲載しておりますが、テ

レビの情報番組やラジオのＣＭでございます。 

 ３頁目をよろしくお願いします。新聞や雑誌は、広範に配布さ

れ到達力があること、特定の読者層にＰＲできること、また、放

送媒体と異なり活字として残るだけでなく写真等により詳細に説

明することも可能でございまして、訴求対象の明確化、それぞれ

の雑誌等の特性にあった情報を提供することが必要であります。

右側にありますように取組といたしましては毎日新聞、ベターホ

ーム、育児雑誌に健康機能性等の紹介をしております。次に、シ

ンポジウム開催による取組ということで、シンポジウムでは、果

物の健康機能性等に関する知識の普及啓発を専門家から詳細かつ

正確に消費者に伝える手段としては最も優れております。また、

聴取者側からの質問に答えることができ、双方向のコミュニケー

ションが形成できるのも大きな特徴でありますが、現状として参

加していただいている層を見ますと大半が摂取量の多い関心層と

なっておりまして、非関心層も含めた情報の到達力を向上させる

工夫が必要であります。 

 次の頁でございます。 各種イベントを活用した取組ということ

で、みかん祭り、りんご祭りを実施しておりますが、これはラジ

オ局のイベントと連携し、主産県合同で対面販売や果物を利用し

た料理の紹介等を実施しております。イベントということで果物

に注目させるチャンスの場であり、果物単体での展開で消費者に

分かり易く訴求効果も高いものですが、更に果物に注目させる演

出の工夫等が必要であります。 



 次に５頁をお願いします。販売促進活動を活用した取組で、量

販店等の店頭において、各生産県の協力を得て果物の健康機能性

のＰＲや対面販売を重点時期を設け、実施しております。消費者

との対面効果が期待できるとともに消費者のニーズの把握も可能

でありますけれども、今後は、この活動を通じて消費者ニーズを

把握し、産地側等に反映させる努力を一層促進することが必要で

あります。次に「総合的な学習の時間」等を活用した食育の取組

ということで、小学校の「総合的な学習の時間」における教材と

して、果物の健康機能性や生産、流通等についてわかりやすく解

説した「副読本」を作成・配布し勉強してもらうとともに、読後

感想文コンクールを実施しております。感想文という形で生徒等

からの効果把握も可能で有効でありますが、実施効果の把握や効

果が生徒の保護者等にまで及ぶ工夫が必要であります。 

 次に６頁目でございます。消費拡大対策を今後推進するに当た

っての配慮すべき事項をいくつか載せさせていただいておりま

す。まず「食育」ということで、現在、食育基本法が国会で議論

されておりますが、国民的な活動として展開することとしてお

り、この運動と連携していくことが必要であります。次に消費拡

大の効果の高い取組を実施するためには、斬新なアイデアを常に

求めることが必要であり、広告会社からの新規提案を公募すると

ともに、実施する際には専門家等による審査と取組実施後の評価

を定期的に行うことが必要であります。右の方に消費拡大のため

産地・生産者が取り組むべき事項として中間論点整理から抜粋さ

せていただいておりますが、これらの取組と一体的に実施するこ

とで更なる効果が期待できるというものでございます。更に具体

的な実施に当たっては、個別対応による取組から連携を持った取

組への転換ということで、これまで個別に随時対応してきた取組

みを、相互に関連付けし、連携をもった取組みに再構築していく

ことが必要ではないかということで挙げさせていただいておりま

す。右の方に連携を持った取組ということで、講演会を開催する

に当たってマスメディアと連携し、その内容を広くＰＲするこ

と、また、小売店頭での販売促進活動の時期に合わせて開催する

ことにより、それぞれの取組の効果を向上するということで掲載

しております。 

 次の頁をよろしくお願いします。訴求対象の重点化ということ

で、載せております。果物の摂取量が低い２０～４０代について

は、果物を食べる頻度、健康機能性等の浸透度は相対的にかなり

低いということは、右側のアンケート結果を見ると言えるのでは

ないかと思います。これらの層は、子供を持つ親の世代にも当た

り、子供が食習慣を定着させる時期に、長期的な影響を与えてし

まうこととなり、果物を日常不可欠な食品として慣れ親しませる

かの分岐点でございまして、今後の取組みに当たっては、健康機

能性情報はもとより、適正な摂取量の情報に重点を置いて、２０

～４０代の女性層を中心とするなど、常に訴求対象を考慮しつ

つ、美容、スポーツに対する効能も情報提供することなどにより

関心を高める工夫を検討していくことが必要であると思います。

右の方にアンケートの結果を掲載しておりますが、今後の果物の

摂取量についての意向のうち、特に変えようと思わない理由とし



て、「現在でも十分に食べているから」ということが高いポイン

トを占めております。 

 ８頁をよろしくお願いします。情報発信源を増やすということ

で、果物の健康機能性等の情報発信を行う「毎日くだもの２００

ｇ運動」については、関係者のみの運動では経費的にも人的にも

限界がありますので、今後、栄養士や医療関係者、教育者、マス

コミ関係者に対する働きかけを強化し、第２の発信源を育成すべ

く努めることが重要であります。次に取組に対する効果の把握と

いうことで、発信した情報がどの程度浸透し、どの程度効果を上

げているかをアンケート調査等を通じて把握し、これをフィード

バックして新たな取組みの構築に役立てることが重要でありま

す。次に関係機関との連携ということで、今後は広く文部科学

省、厚生労働省等関係機関と連携していくことが必要であると考

えております。 

 次の頁でございますが、消費拡大対策の今後の方向ということ

でポンチ絵で整理しております。シンポジウム、イベントを開催

するに当たっては訴求対象の重点化を図り、マスメディア活用に

よる情報の到達力を向上し、また、各種取組と時期を同一に量販

店の販促活動を行い効果を増大させ、また、関係機関と連携しつ

つ各世代ごとに関心のある情報を取り入れて訴求していけば効果

のある取組になると思います。その後は取組に対する効果の把握

を行うものであります。 

 最後に次の頁ですが、昨年、事業評価検討会を実施したときの

構成メンバー等を載せた要領を載せさせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

○ 徳田小委員長 

 ありがとうございました。事務局からはこれまで行ってきた消

費拡大対策について、昨年の評価検討会の結果を踏まえながら今

後の課題ということで報告いただきました。内容の確認等ござい

ますでしょうか。 

○ 内藤委員 

 ８頁の方で、（財）日本食生活協会と連携してとありますが、

これはまだ行われてないのですよね。 

○ 大出課長補佐 

 まだ、具体的な連携は行っておりません。（財）日本食生活協

会に足を運んでお互いに連携した取組をしましょうということで

お互い了解しているところであります。 

○ 内藤委員 

 ヘルスメイトは、厚生労働省の管轄ですが、聞くところにより

ますと、「あなた方を無料で養成したのだから、後は自分達でや

りなさい。」と言って厚生労働省からは、一切の補助金もないの

で、農林水産省の予算の中から冊子を作って貰っているというこ

とを聞きましたのでそれでは連携した取組が実施できるのでは、

と思いましたので。 



○ 大出課長補佐 

 当方も県段階の取組もございますので、地方のヘルスメイト支

部がございまして、そこの活動と連携した取組を検討していきた

いと思っております。 

○ 浅沼委員 

 昨年の評価検討会で、我々の実施してきた取組の評価をいただ

きました。非常に有効であったと思います。その評価に従いまし

て、１６年度からはかなり大幅に改善をしまして現在実施してお

ります。卸会社や産地が独自に実施している取組みを２つばかり

紹介したいと思います。１つが全国果樹研究連合会で、こちらで

は品目別に１，０００人規模で果樹研究大会を毎年開催しており

ます。この中で、生産者自らが実践せねばという意見が出まし

て、２日に渡って大会を実施するのですが、２日目の朝は朝フル

ということで朝食は果物しか出さないということを実施されてお

られます。２つ目が大阪地区の卸売会社と市場に駐在している県

農協連駐在員が一緒になってフルーツルネッサンス２１というも

のをつくりまして、出前講座をしております。卸売会社の部長さ

んなり県農協連駐在員が先生になり、消費者団体等へ行って中央

果実基金さんが作ったパンフレットを有効に使って出前講座を実

施していますが非常に好評で、月に２，３回実施しているという

ことで、我々もこの活動を支援して参りたいと思います。 

○ 徳田小委員長  １６年度の活動について改善したとおっしゃ

いましたが、具体的に教えていただけますか。 

○ 浅沼委員 

 マスコミ活用のテレビＣＭ等について評価が低かったので、圧

縮しております。また、副読本については昨年はみかんだけでし

たが、本年はそれに加えて果物全体の副読本を作成して配布する

予定です。それから、マスコミ活用という点で新聞記者に対し、

果物の利用なり効能のデータを提供することにより、それを取り

上げて記事にしていただくということも実施しております。参考

資料にもありますが、朝日新聞で連載記事が掲載されておりま

す。今後、毎日、読売、日経新聞等にも順次実施して参りたいと

思います。 

○ 内藤委員 

 先月末に４日間、長野のりんご農家へ援農に行きました。王林

の収穫と朝日新聞に出ていましたが、りんごの葉を取ることと玉

回しをしました。また、農家の高齢化もあって木の剪定が出来る

人が減ってきて、剪定が出来る人が他のりんご農家の剪定に行っ

ているという話も聞きました。剪定技術が伝わっていかないので

はと心配になりました。帰ってきて、先程の朝日新聞を読みまし

た。青森と長野の２つの生産者の意見が出ていましたが、青森の

試験場は玉回しをしてもしなくても味は変わらないのでする必要

はない。長野の農協は玉回しをした方が味が良いと言っていま

す。買う方としては、どちらが本当なのかと思いました。青森の

話が本当であれば、私がしてきたことは無駄ということでしょう



か。消費者の見えない部分、技術的なことについて、浅沼委員は

どうお考えでしょうか。 

 今日、りんごを持ってきました。私の家族が東京都の三多摩に

あるりんご園でもぎ取りをして、１キロ４００円で買ってきたも

のです。林委員もおっしゃっていましたが、消費者においしい物

を買って食べてもらわなければだめなのです。買って食べたらま

ずかったでは、もう次には買いません。私も食べましたが、確か

にりんごの味はしましたが、どうかなと思いました。浅沼委員が

前回、消費者がもぎ取りするのは非常に良いことだとおっしゃい

ましたが、その中で生産者が十分でないこともあるとおっしゃっ

てましたので、まずい物を出してしまったときにどうなるかと思

ったのですが。 

○ 浅沼委員 

 朝日新聞によりますと、玉回しの労働力はオーバーに書かれて

いましたがそれほどはかかってないと思います。各産地とも労働

力不足は深刻で、２haぐらいのりんご園を経営するとなると労働

力が集中する時期があり、雇用しないとすべての面積は出来ない

というのが現実です。色を付けるのになぜ、そんなに労力をかけ

るのかと言いますと、試験場の先生はいろいろおっしゃっていま

すが、玉回しするのとしないのとどっちが良いかと言う結果はは

っきり出ておりません。食味に対する影響はほとんどないと思い

ます。ただ、市場での評価が着色が良い物は値がまるで違うとい

う評価になっておりますので、生産者は所得安定ということから

玉回しをやっているというのが現実ではないかと思います。 

○ 内藤委員 

 朝日新聞を読んでいろんな所に聞いてみましたが、やはり赤い

物から買うという話が出ました。玉回しをするのとしないのとど

っちがいいのかはっきりした答えがないので、私は消費者へどの

ように伝達したら良いのかと迷っております。 

○ 川端委員 

 小さい頃からの取組ということで、食育とか総合的な学習の時

間を活用するということは大切だと思いますが、まずは食べると

いうことを主体とした内容の取組が必要で、学校給食の取組はや

っていくことが必要だと思います。 

○ 大出課長補佐 

 学校給食の取組については、県版２００グラム運動の中で地場

産果実を導入しようということで進めております。各県で教育委

員会の方や学校栄養士さんを入れた協議会において、地場産果実

導入の検討や果実を利用した加工品等の試作品を作っておりま

す。 

○ 川端委員 

 果物に関し、テレビで健康機能性をＰＲするということは良い

と思うんですが、果物の生産を含めた情報源になるようなものが

現在、あるのかどうかお伺いしたいのですが。もし、なければデ



ータベースのようなものを作っていかなければならないかと思い

ます。 

○ 大出課長補佐 

 現在、果実基金のホームページで健康機能性や料理法等を見る

ことが出来ます。 

○ 川端委員 

 インターネットで見ることができるということですので、その

データベースの充実ということが必要かと思います。 

○ 江郷委員 

 果実に関してはやはりおいしい物を消費者に食べさせる方が近

道だと思っていますが、産地サイドだけでは人的にも費用的にも

どうにもならないものであります。そういう意味でもこの消費拡

大運動は機能性等をＰＲして活動しており、連携した取組が重要

であると思いますが、他省庁との連携した取組等はどのように考

えているのかお伺いしたいと思います。 

○ 大出課長補佐 

 食育については国民的な運動としていくということで、農林水

産省、厚生労働省、文部科学省と連携し、その中に果物を入れた

取組を実施していくことを考えております。 

○ 竹原果樹花き課長  

 補足させていただきますと、食育ということで法律ができよう

としているところですし、また、厚生労働省との連携、もっと広

い意味で言えば国民医療の観点から連携していくこと、また、文

部科学省とは学校給食ですとか教育ということの連携になると思

います。むしろ、食育の活動という点からは、役人がやるとなか

なかうまくいかないというのが今までの通例だと思いますので、

この審議会の中でいろいろな立場の方からご意見をいただいて、

それを参考にやっていくということが本来のやり方であると思い

ます。委員の皆様からこういうやり方が有効だと思われることを

挙げていただきたいと思います。 

○ 西嶋課長補佐 

 先程、川端委員からありましたインターネットの件ですが、く

だもの２００グラム運動のホームページで生産についてはどこの

県でどれくらいの量が生産されているとか、面積、品種であると

かの情報があります。また、皆さんからこういった資料を出せば

良いのではないかということがありましたら挙げていただければ

と思います。 

○ 徳田小委員長 

 果物のプロモーションという観点からはいかがでしょうか。 

○ 三原委員 

 林委員がよくおっしゃっていますが、やはり小さい頃からおい



しい果物を食べさせていない。そこに果物の消費が伸びない根底

があると思います。 

○ 林委員 

 ３省関連する役所で予算を取って、テレビで宣伝するのも良い

と思う。やはりテレビの力は大きいと思います。みのもんた等の

番組で出ると、確かに売れます。 

○ 小杉委員 

 消費拡大で、斬新なアイデアを求める意味で広告代理店を活用

していくことを考えているようですが、広告代理店でも得意、不

得意があると思いますがそういう点でどういうところを起用して

やっていくかという基準等はあるのでしょうか。 

○ 大出課長補佐 

 これまでの取組の評価は去年が初めてで、その中で広告代理店

にいろいろ教えていただくことがあったのですが、まず、どんな

取組が有効かという意見を聞いて進めていくという段階で、まだ

手探り状態であるというのが現状であります。 

○ 内藤委員 

 量販店等に行くと、果物のポスターはバナナが多いです。ま

た、パンフレットで果物の健康機能性を一般の方が見ると、果物

はこんなに良いものかとビックリし、これまであまり食べなかっ

たが食べるようにしようというご意見があります。ただ、果物売

場にポスターがないのが寂しいです。果物を買いに行って、そこ

に例えば子供が満面の笑みを浮かべて果物を食べているようなポ

スターが必要だと思います。量販店さんにお願いしてポスターを

消費者に見えるように貼っていただきたいと思います。 

○ 竹原果樹花き課長 

 内藤委員からのご意見は、バナナではドール、キウイではゼス

プリ等極めて大きな産業のものが目につくということだと思いま

す。私どもも量販店の果物売場にＰＯＰ広告で、この果物にはこ

ういう効能がありますという形で掲載しておりますが、委員がお

っしゃる意味はそういうものが目立っていないということだと思

いますので、今後、評価をしながら改善していきたいと思いま

す。 

○ 浅沼委員 

 各産地でポスターは作られておりますが、なぜポスターが使わ

れないかといいますと、スーパーによっては店のデザインとそぐ

わないというのがほとんどでございまして、私どもがいくら作っ

ても飾ってもらえないというのが実態でございます。そういった

経緯から、極力店の景観を壊さないようなものということで、リ

ーフレットとかミニのぼり等を提供しているところです。 

○ 徳田小委員長 

 続きまして今日の主要議題の２つ目であります「主要果樹の生



産動向」につきましてまず事務局より資料４をご説明いただきた

いと思います。 

○ 西嶋課長補佐 

 それでは説明させていただきます。資料４「主要果樹の生産動

向について」ということですが、こちらについては、冒頭課長か

ら説明がありましたけれども、果実の需要と供給の長期見通しを

ご議論いただくわけでありますけれども、企画部会全体で食料自

給率等もまだ議論が進んでおりません。前回の第４回で果実の需

要の動向についてご説明させていただきまして、今回、生産の方

から見た生産動向、果樹全体それから品目ごとにご説明させてい

ただきたいと思っております。 

 まず１頁目ですけれども、果樹の生産動向について、栽培面

積、生産量の動向でございます。２月２０日の果樹部会でご説明

させていただいた内容でございます。右側のグラフにありますけ

れども、昭和４９年の４４万haをピークにその後、一貫して減少

をつづけており栽培面積は平成１５年には２７万ha、生産量につ

きましては、全体にぼこぼこがありますけれども最近では４００

万トン前後、やや切っている状況で推移しているところでありま

す。 

 その下、品目別に生産量を見ておりまして、シェア的にはみか

ん、りんご、なしが多く、みかんから上位６品目で全体の８割を

占めている状況であります。 

 増減を見ていきますと、※印をつけたかんきつ類、うんしゅう

みかんやなつみかんは一貫して減少しておりまして、りんごは横

ばい、なし、かき、ぶどう、ももは、減少割合は小さくなってい

るものの、引き続き減少。不知火、西洋なし、おうとう（さくら

んぼ）等は増加傾向にあるということでございます。 

 １枚はねていただきまして、単位当たりの収量はどうなってい

るのかというのを調べてありまして、栽培面積は一部の品目を除

いて減少傾向でありますけれども、単収は横ばいないしやや増加

傾向になっております。 

 特異的なものとしまして一番上のうんしゅうみかんついてです

ね、おもて、うら、奇数年はおもて、偶数年はうらということで

単収が増減しておったのですけども、１３年度から実施している

需給調整対策で変動幅は抑制されつつあるのが特徴的ではないか

なと思います。 

 それから１枚はねていただきまして、３頁目でございます。こ

れ以降果樹全体と品目別の生産の動向をご説明させていただきま

す。 

 トータルの生産量ということで、右の上、前回決定いただいた

２２年度の目標とすう勢値と生産の動向という形で以下整理させ

ていただいております。 

 高齢化の進展であるとか、後継者の不足であるとかということ

もございまして、栽培面積が減少してておりまして、これを受け

て全体量も減少している状況になっております。 

 ４頁以降は品目別に整理させていただいております。４頁、う

んしゅうみかんでございます。１３年産から需給調整・経営安定



対策を実施しておりまして、需給に見合った計画的な生産出荷を

行っております。販売環境を見て適正生産出荷見通しを作って、

その目標に向かって生産をいただいているところでございまし

て、その結果、隔年結果が是正され、おもて年はわずかに減少傾

向、うら年は増加ということでありますが、栽培面積は減少傾向

にありまして２２年度目標を下回っている状況でございます。 

 それから右下、極早生みかんの品種の動向を示させていただい

ておりますけれども、極早生みかん、早生みかんがうんしゅうみ

かんの半分を占めております。極早生みかんのシェアが増えてお

りまして、９月半ばから１０月下旬、少し遅い物で１１月上旬ぐ

らいまで出ているみかんが極早生でありますけれども、単価が高

いということで面積が増えてきておりまして、味としてはハウス

みかんの後にでるみかんということで、どちらかと言えば、市場

においてギャップが大きいような状況になっております。極早生

みかん全体の需要に対し生産が大きいという状況にあるというこ

とで、１２年から日園連さんが事務局であります全果協が不良系

統を減らして生産量を抑制する、極早生みかん対策の取組をされ

ておりまして、品種としてあまり味の良くない宮本早生等の不良

系統が減ってきまして、豊福早生、鹿児島早生など各県で独自の

品種開発、品種転換が行われまして、優良品種への転換が進んで

おる状況でございます。 

 次の頁、５頁右側にうんしゅうみかんの卸売価格の推移を載せ

ておりますけれども、１１月上旬ぐらいまで極早生みかん、それ

から１０月の下旬、１１月から１２月半ばくらいまで早生みか

ん、それから１２月中旬から普通みかんが出るわけなんですけれ

ども、１１月から１２月は量も多く、価格も下がっている状況

で、非常に過剰感がありまして、極早生みかん対策ということで

取組をして、極早生自体の落ち込みは改善されつつあるんですけ

れども、現状の需給動向を考えると１１月から１２月にかけて早

生みかんを他品目、優良品種に転換する必要があるのではないか

と考えております。 

 それから６頁目その他のかんきつといたしまして、うんしゅう

みかん以外のかんきつを示しております。こちらも、栽培面積は

減少傾向でありまして、その結果を踏まえまして生産量は減って

おります。特に１５年は落ち込んでおりますけれど、中晩かんの

中でも非常にシェアの高いいよかんが、愛媛県において台風の被

害がありまして、落ち込んでおります。 

 それから2.に書いてありますけれども、いよかん、はっさく、

ネーブルオレンジ、なつみかん、昔多かった四晩かんにつきまし

て、非常に食味がよろしくないとか食べにくいとかありまして、

各主産県とも目標を減らして、こういったあまり良くない四晩か

んを減らして、それ以外の高糖系の中晩かんに転換するという動

きになっております。 

 ３番目に書いてありますけれども、新しい品種としまして清見

や不知火が大きく増えておりまして、はるみやせとかといった新

しい品種も出ておりまして、新たな品種への転換が必要ではない

かということであります。 

 ７頁目、4.に書いてありますけれども、一番右下の図、国産と



輸入の果実の１・２類市場の入荷量を示してありますけれども、

特に４月から６月にかけて輸入果実が国産果実を逆転するような

ことがございまして、端境期に出荷ができるような晩かん類への

転換が必要ではないかと考えております。 

 それから８頁目のりんごでございます。りんごにつきましては

右上のグラフで１５年が落ち込んでおりますけれども、昨年青森

で、今年もありましたけれども、大きな台風の被害があり落果し

た関係で、全体の量が落ち込んだ形になっておりますけれども、

栽培面積はやや減少傾向で、単収はわずかに増加する傾向で、２

２年度目標は全体でわずかに下回っている状況であります。 

 りんごにつきましては、これまでも品種転換をして需要の維持

や拡大を図ってきた品目でございまして、昔は国光、紅玉といっ

た品種がありまして大暴落なりをした形で、デリシャスやふじに

品種更新して、いったん落ちた生産量を品種の更新で需要の維持

なり回復をしてきた形になっております。 

 その下のグラフにも書いておりますけれども、ふじの栽培面積

が半分超えまして５１～５２％という状況になっておりまして、

ふじが偏重の傾向になっております。出荷時期の早期化というこ

とで、ふじの中で色つきの良い弘前ふじや昴林等の着色系品種も

生産されておりますけれども、ふじが偏重傾向であるのが現状で

あるということです。 

 次の頁９頁、4.の青森県のふじでありますけれども、特に長期

保存については袋掛けをして長期保存にまわしているんですけれ

ども、労働力が減っていることもありまして無袋化が進んでおり

まして、出荷の前進化が懸念されております。貯蔵にまわせない

ということはなるべく早く、年明けの１月、２月とか年内に出荷

するような動きになっておりまして、年内出荷をする長野であり

ますとか山形でありますとか、どうしても１１月、１２月に供給

量が過剰になる県がございますので、特に長野県では中生のシナ

ノスイート、シナノゴールド、秋映といった中生の品種の生産拡

大が進んでおりまして、ふじのかなり多いような状況から、こう

いった今までなかった優良な中生の品種に転換して需要の維持な

り拡大が図られている状況であります。 

 ５番目に書いてありますけれども、各県独自の品種を作ってお

りまして、あおり９号であるとか、涼香の季節であるとか高品質

な品種も各県の試験場で栽培されておりまして、こういった品樹

転換により生産の維持なり拡大を図っていけるのではないかなと

思っております。 

 それから、先ほど内藤委員からりんごの葉摘みと玉回しの話し

ございましたけれども、浅沼委員からもお話ございましたけれど

も、はっきりと着色は良くなりますけれども、内部品質に対して

明確にはでておりません。ただ、葉を摘むことによってりんごの

場合、養分が樹に行くのか果実に行くのかというような点でです

ね、葉摘みをしたことによって樹ではなく実にいって糖度が１度

上がるというようなデータもありまして、いろいろ定まったもの

はありませんが、基本的には着色管理が主体ということでありま

す。労働時間につきましては、だいたい１０a当たりの労働時間が

２００時間強ありますが、はっきりと葉摘みの時間というふうに



は出ていませんが、その他になっていますが４分の１ぐらいがそ

ういった時間なので、他の時間も含まれるでしょうがだいたい２

割が着色管理に使われているのではないかと考えております。 

 それから１０頁のぶどうでございますが、単収はわずかに増加

傾向にあるものの、栽培面積は減少しておりまして、その結果、

２２年度目標は下回っている形で推移している状況でございま

す。 

 右下のグラフで書いてございますけれども、小・中粒系のデラ

ウェアの栽培面積が減っておりまして大粒系の巨峰やピオーネと

いった食べやすく、食味の良い新しい大粒系品種なりに移ってき

ております。 

 それから３番目に書いてありますけれども同じく大粒系で、安

芸クイーンでありますとか、藤稔といった大粒系の新しい品種が

開発され、各県でも大粒系品種への転換が進められてきていると

ころであります。 

 それから１１頁の日本なしでございます。昨年、冷夏によるみ

つ症等が発生しまして生産量が落ち込んでいますが、それを除け

ば２２年目標をわずかに下回っている状況であると思っておりま

す。 

 品種の動きにつきましては、右下に書いてございますけれど

も、青なしと呼ばれる二十世紀、鳥取県を中心に栽培されており

ますけれども、それらが減少して、幸水なり豊水なり赤なしと呼

ばれるものが増えてきております。特に最近、晩生の新高、新興

などが一番下に書いてありますけれども赤なしの晩生種が増加し

ている状況になっております。 

 また、3.に書いてありますけれども、青なしについては同じ二

十世紀なんですが、病気に強いものでありますとか、人工受粉が

いらない品種への転換なりが進められておりまして、あと赤なし

については長野県では南水、栃木県ではこちらも大玉系のにっこ

りなどの品種への転換が行われておりまして、晩生種では大玉系

の新たな生産拡大や需要の維持ができるのではないかと考えてお

ります。 

 それから１２頁の西洋なしでございます。西洋なしにつきまし

ては堅調な需要に支えられて栽培面積は増加傾向にあります。下

の表にもありますように山形県が生産の６割を占めておりまし

て、１０数年前から新植が進められておりまして、順調に栽培面

積が拡大している状況でございます。したがいまして、山形県の

主力品種でありますラ・フランスが生産の大きなシェアを占めて

おる状況でございます。引き続き生産の拡大等が行われていくの

ではないかという風に考えております。 

 続きまして１３頁のももでございます。ももにつきましては、

こちらも１５年の冷夏、日照不足によりまして生理落果が非常に

多くありまして、著しく生産量が減少しておりますけれどもそれ

を除けば、２２年度目標どおりに推移していると思います。 

 品種の構成でありますけれども、他の品目と違いまして、短期

間で枝変わりが発生しやすいということで、品種の更新がうまく

進んで生産量の維持ができた典型的な例でございまして、中生の

白鳳が減って日川白鳳、あかつき、川中島白桃等が増えている状



況であります。 

 こちらにつきましても、左下の表にあるように高糖系の新品種

が開発が行われておりまして、そういったものへの導入や転換が

図られている状況になってございます。 

 それから１４頁さくらんぼでございます。さくらんぼにつきま

しては生産規模がデコボコしておりますが収穫時期が６月頃で、

霜であるとか低温の被害を受けやすいということがありまして、

１１年、１２年、１５年とどちらも気象被害を受け生産量が減っ

ておりまして、それを除けば、２２年度目標に近い、やや下回っ

た数字で推移しているのではないかなと思っております。こちら

も西洋なしと同じく山形県の生産量が６割を占めて主産県であり

まして、主要品種の佐藤錦が相当のシェアを占めて栽培面積の拡

大が図られている状況であります。こちらも拡大傾向にあるので

はと思っております。 

 続きまして１５頁のびわでございます。びわにつきましては、

単収はわずかに増加傾向にありますが、栽培面積は減少傾向でご

ざいまして、生産量自体は１２年、１５年は気象災害がございま

して大きく下がっておりますけれども、目標よりわずかに下回っ

て推移している状況でございます。 

 こちらにつきましては、長崎県が３割を占める主産県でありま

して、茂木が主力品種でありますけれども減少傾向にあり、長崎

県では変わって長崎早生がわずかに増加傾向であります。 左下

に、全て主産県の長崎県で開発された品種ですけれども、新しい

品種も開発されておりましてこれらが長崎県を中心に順次産地の

方へ導入され、栽培面積の増加、生産量の維持等ができるのでは

ないかと考えております。 

 続きましてかきでございます。かきにつきましても単収は増加

傾向にありますけれども、栽培面積は減少傾向であり、２２年度

目標をわずかに下回っている状況でございます。 

 かきにつきましては、甘がきが減少しまして代わりに渋がきが

増加しているということで、栽培管理等が渋がきのほうが楽であ

るということがありまして、渋がきへの転換が進んでいる状況で

ございます。 

 渋がきにつきましては、平核無と平核無の早生の品種の刀根早

生が、特に和歌山県を中心に増加しておりまして、そういった傾

向でありまして渋がきは他の県が減っていましてもだいたい横ば

いで推移している状況であります。かきにつきましても早生の品

種の早秋でありますとか、大きな品種の太秋といった新しい品種

がでておりまして、転換がなされ生産の維持がなされている状況

であると考えております。 

 続きまして、くりでありますけれども、単収は横ばいでありま

して、栽培面積が減少しているため生産量も減少傾向で、２２年

度目標を下回って推移しております。１５年産につきましては冷

夏の影響もありまして、いがが落ちまして生産量が著しく減少し

たということでございます。 

 品種につきましても、左下に書いてありますようなものが新し

く開発されまして若干増加傾向にあるんですけれども、こういっ

た品種が今後期待されるものでございます。 



 それから、１８頁のうめでございます。うめにつきましては目

標を下回った形になってはいるんですけれども、特に１５年につ

きましては、主産県が和歌山でありますけれども、和歌山県が何

らかの気象災害を受けると全体の国内生産量が減るという状況に

なっておりまして、特に１５年産につきましては受精不良という

ことで生産量が減少している状況であります。 

 和歌山県については、南高が非常に増加しておりまして、全体

の面積で見てみますと、他の県が減っている分、和歌山県が増加

しており、なんとかその分の穴埋めをしておる状況でございま

す。最近新しい品種等が出ておりますので生産拡大が期待できる

のではないかと思っております。 

 それから１９頁すももでございます。すももにつきましても、

１５年の冷夏の影響で受精不良で着花数が少なくなっておりまし

て、２２年度目標を下回った形で推移しております。主力品種で

あります大石早生でありますとかソルダム、サンタローザといっ

た昔からある古い品種は全国的に減っておりまして、最近は大玉

の晩生種の太陽でありますとか、貴陽でありますとか、高糖度で

大玉の新しい品種が開発され、生産拡大が期待できるのではない

かと考えております。それから２０頁でキウイフルーツでござい

ます。キウイにつきましては単収がわずかに増加しております

が、栽培面積が減少傾向にあります。１４年産、１５年産につき

ましては台風や低温の影響がありまして生産量は減少しておりま

すけれども、それを除けば２２年度目標を上回るかほぼ同水準で

推移しております。 

 昔からのヘイワードを経て、香緑なり香粋、黄色のゼスプリ系

といった新品種が開発されておりまして、生産拡大が図られるの

ではないかなと考えております。 

 最後、パインアップルでございますが、栽培されているのがほ

とんどが沖縄ですので、台風の影響が大きく、単収の変動も大き

いわけでございます。それから栽培面積につきましても大幅に減

少しておりまして、生産量も減少傾向にございまして２２年度目

標も大きく下回って推移しております。ここまでが全体の品種、

品目別の生産動向でございます。 

 最後に２２頁でございます。これは先般、第５回の産地・経営

小委員会でご議論いただきました。生産努力目標や全体の需要量

につきましては、需給小委員会でご議論いただくわけでございま

すけれども、いわゆる生産努力目標を達成するための技術的な課

題、生産上の課題にというのは産地・経営小委員会でご議論いた

だいておりまして、その場で技術的な課題、今後取り組んでいく

方向ということで委員会の場でご議論いただいたものでございま

す。 

 具体的には、図の真ん中の右側にございますけれども、今後、

生産努力目標を達成するための課題として、４つ掲げてあります

けれども、早生みかん、四晩かん等の需要が減退している品目の

転換、高品質果実を生産するための品種導入、機械化や省力化技

術を導入するための基盤整備の推進、環境保全型農業の推進とい

うところを技術的な課題ということでご議論いただきまして、こ

ちらについては、産地・経営小委員会で引き続きご議論いただ



き、技術的なところはこれまでも議論いただいておりますし、ま

だ補足する点等ございましたらまた引き続きご議論いただくこと

になっております。資料につきましては以上でございます。 

○ 徳田小委員長 

 ありがとうございました。それでは今回は生産動向の現状の説

明ということですので、特に質問をお受けしたいと思いますけれ

ども、今の報告に対しましてご質問はございますでしょうか。 

○ 内藤委員 

 ２２頁に、高品質果実を生産するための品種導入とありますけ

れども、高品質といいますと品質が良いということでございます

けれども、私、どういうことだが分かりませんのでちょっとご説

明をいただきたいのと、機械化や省力化技術を導入するための基

盤整備の推進とありますが、機械化できないこともあるようです

ので、どうやってつなげていくのか教えていただきたい。 

○ 西嶋課長補佐 

 ２点いただきました。高品質果実の話でありますけれども、例

えばりんごでご説明させていただきましたけれども、ふじが非常

に多い中で、糖度が高いとか、かんきつでは皮がむきやすいです

とか、逆に着色の管理がいらないようなものへの転換であります

とか、りんごではシナノスイート、シナノゴールド、秋映といっ

た品種を考えております。あと大玉果で食べやすいもの等を考え

ております。 

 それから機械化、省力化技術についてですが、委員ご指摘のと

おり、収穫などは機械化できませんのでそういったものを機械化

するのではなく、現時点でかんきつや中晩かんを栽培している、

いわゆる西南暖地の園地で軽トラックも入れないような、ＳＳな

どの防除する機械も入れないといった状況でありますので、そう

いった作業を楽にするような機械が入れるような基盤整備が必要

ではないかということでまとめさせていただいております。 

○ 徳田小委員長 

 いかがでしょうか。私からも２点ほど質問したいのですけれど

も、まずりんごについてなんですが９頁のところで、無袋化が進

展し長期出荷が減ってきているということですけれども、その前

のかんきつのところにもありましたけれども、４月から６月あた

りが国内産果実が減る時期で、そこをいかに埋めるかというのが

課題ということでご説明があったと思うのですが、りんごの長期

貯蔵で４月から６月の時期が非常に高いと思うのですけれども、

このことが大きな問題となって来るのかというのが１点。 

 もう１つは大きな問題で、ちょっと答えにくいところがあるか

もしれませんが、９月の産地・経営小委員会の今後の担い手のと

ころで出されていると思うのですが、相当厳しい予測を出されて

いると思いますが、そういう状況になった上で今回、現状の報告

ということだったんですが、今後の生産、担い手の方向なりを考

えた場合には相当厳しいものが、今のまま行った場合ですが、予

想となってしまうのかどうかという点の２点なのですが。２点目



は難しいかもしれませんがよろしくお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 １点目のりんごの無袋化についてなんですが、委員長ご指摘の

とおりですね、だいたいこの４月から６月の時期というのは国産

でもりんごが大きなシェアを占めており、無袋化がかなり進展し

て、長期貯蔵がし得ないようなりんごが、１月なり年内にでてく

れば、この時期の国産のシェアが少なくなってくるのではないか

なと考えております。ただ単価等の関係もございますので、４月

から６月は当然量が減ってきますので、ある程度、販売価格が良

くなって袋かけをしてもある程度単価がとれるという話であれ

ば、そんなに落ち込むことはないと思いますが、全体の価格との

関係もありますけれども、全体的には労働力不足なので無袋化の

動きになっていますから、４月から６月のりんごはどちらかとい

うと減少するのではないかと思っています。 

 それから２点目の９月の産地・経営小委員会の担い手の件です

けれども、あの資料につきましては、担い手の今後の主業農家の

推移ということで、実際にどれだけ新しく入ってくるかわかりま

せんので、現状の主業農家がそのまま年を取られた場合に、６０

歳代までを働ける人という形で一定の条件の基で、あと１０年た

ったらどうなるかということで推計をさせていただいて、１０万

人の人が、新規参入を除いてですけれども、その方々がそのまま

加齢していると推計すると４万人という形になっております。私

ども規模拡大を現状の部分で進めていかないと、とても生産の維

持ができないというような状況にあるということを、ご議論いた

だくための材料として出させていただいたものでありまして、そ

れがそのままいくとは考えておりませんので、先ほどの２２頁の

果樹における生産技術の今後の方向の左側に書いてありますけれ

ども、産地・経営小委員会でまさにご議論いただいているところ

なんですけれども、現状は下の絵の上に書いてありますような、

高齢化なり進んでいる状況にありまして、産地自らが、誰を担い

手にするのか、園地はどういう形で残すのか、どういった生産対

策、販売対策をしていくのかというのを自ら計画的に進めていた

だいて、戦略的に園地の基盤整備、園地の集積とか労働力確保そ

ういった取組をしていただいて、それに対して支援をしていくと

いうような形に向かって、現状でも果樹農家の主業農家でも１ha

の栽培面積ですから、それを増やしていって、規模拡大を進めて

いって生産量の維持なりの取組をしていかなければならないのか

と考えております。 

○ 三原委員 

 たまたま今果樹ということでやっているんですが、一般消費者

から見れば、メロンやいちごは果物ですよね。ここでは果物扱い

してないんですけれども。だから４月から６月が極端に少なくな

っているんだけれど、果物という見方をすればしっかりあるんで

すよね。いちご、メロン、すいかが一般にお店で売っている、果

物売り場で売っているものを果物として消費者がとらえれば、こ

んなには減ってないということなんですが、果樹ということにな

っているんでこうなっているのではないか。 



○ 徳田小委員長 

 今の点について事務局何かありますか。 

○ 西嶋課長補佐 

 お話いただいたように、メロンやいちごが多いというのは事実

ですけれども、それよりも問題にしているのは、この時期に輸入

果実自体が増えているんです。メロン、すいかはありますけれど

も、非常にりんごなり晩かんが減っているので、国産に代わって

輸入果実が増えているということを私達の問題意識として持って

おりまして、４月から６月に転換が必要ではないかというような

趣旨でこちらに書いてございます。 

○ 内藤委員 

 三原委員がおっしゃったものを聞きますと、物の考え方の転換

が必要じゃないですかね。樹にならないのは果物ではないという

考え方だと、統計上は果樹がないから輸入するのではないです

か。実際に消費者が見た部分で、果物があるのであれば端境期だ

といってそんなに輸入する必要は私はないと思うのですけど、さ

くらんぼとかでてきますよね、アメリカ産とかの、統計上無くて

も実際果物として見てもらったほうがいいのではないでしょう

か。それが今、言われて思い当たったんです。ちょっと発想の転

換が必要ではないかと思いました。 

○ 西嶋課長補佐 

 これは統計上に何が分類されていうのではなく、たぶん輸入の

果実が多いのは、先ほども申し上げましたけれども、いわゆる私

どもが言っている果樹ですね、晩かん類でありますとか７月にな

ればももとかすももとか収穫が始まりますけれども、そういうい

わゆる果樹が少ないということで、海外から輸入されており、こ

の時期が増加しているのではないのかなと思っておりますけれど

も。 

○ 三原委員 

 輸入品といっても果樹ではなくて、他のものが多いのではない

のでしょうか。 

○ 竹原果樹花き課長 

 ここは統計上の整理は、全て果樹の分類でございまして、です

から当然りんご、おうとう、さくらんぼも含まれておりますし、

もちろんこの時期メロン、すいか、いちごを加えればもっとわか

りやすいと思います。 

○ 三原委員 

 この時期に一番多いのはバナナではないでしょうか。消費者に

とっては、メロン、すいか、いちご、バナナがほぼ主力ですよ、

この時期は。じゃあオレンジとグレープフルーツだってそんなに

入ってないですよこの時期は。平均的に入っているだけですよ、

この時期に大量ではないんですよ。国産がたまたま何もないよう

に見えるんだけれども、果物売り場にある果物はあると思うんで



す。 

○ 竹原果樹花き課長 

 当然のことながら果物売り場に果物はあるわけなんですが、こ

れだけ輸入が入ってきているという現実がありますから、バナナ

も含めて、かんきつ類、さくらんぼが入ってくるという状況があ

るわけ。 

○ 三原委員 

 オレンジやグレープフルーツはどのくらい入ってますか。この

時期。 

○ 浅沼委員 

 ちょっと私、統計を持ってきてないのでわからないのですけれ

ども、この時期が年間で一番多い時期であります。 

○ 三原委員 

 そんなに多くないでしょう。たまたま日本のかんきつが少なく

なるので多く見えるということであるのではないのかな。 

○ 浅沼委員 

 ただ輸入品で、オレンジであるとかグレープフルーツであると

か、バナナ、パインアップル、キウイフルーツ、マンゴー、アボ

ガドであるとか、これらについては一番この時期多いんですよ。

年間を通じてこの時期が輸入品が多いのは間違いないですね。 

○ 竹原果樹花き課長 

 ですからこの時期にですね、国産の果樹についてこの時期に拡

大する余地があるのではないかという思いがあります。だからこ

そ、こういう時期に何もないのであれば仕方ありませんが、最近

では、先ほどご説明いたしました、中晩かんで非常に皮がむきや

すく糖度が高く非常に人気のある、具体的に言うと、例えばデコ

ポン、正式名称は不知火ですが、こういう時期に伸びてきてい

る。伸びてきている理由はこの時期国産の果物があまりないとい

うことであると思います。 

○ 林委員 

 あの時期に食べるんだよね。取っておいて。 

○ 竹原果樹花き課長 

 おっしゃるとおりです。ですからその時期に高く売れるという

ことです。 

○ 林委員 

 それから少し言いますと、台湾が日本の植民地だった時に、明

治時代の農学者に同じようなことがあって４月、５月に台湾のバ

ナナを輸入するようなことを、本の中で読んだことを大したもの

だと感動したことを覚えています。そんなことで台湾のバナナは

なんとなく４月、５月に入って来るという、我が国にとっては良



い意味で。 

 それから、私、実感があるんですが家の父親が昭和３０年代始

め頃、４、５月に売る物がなくいちごを新潟に作ったわけです

よ。ある一時期非常に良く売れました。その後売れなくなったの

はビニルが非常に普及して、その期間に雑メロンがいっぱい入っ

てきていちご産業が事実上潰れてしまいました。良い意味では良

かったと思っています。さっきもありましたビニルの中で作るメ

ロンのことについて注目していただきたいな、内藤委員もおっし

ゃったとおり、皆さん気づいておられるようですが。 

○ 竹原果樹花き課長 

 林委員には貴重なご意見ありがとうございます。もうひとつこ

の問題を考える上で、お考えいただきたいのは、やはり我々の立

場とすれば果樹農家の経営という観点を考えなければいけませ

ん。みかんを作っている農家は当然のことながらかんきつを作

る。作期が分散されて、いわゆる作業が分散されて、それから規

模拡大がしやすくなる。要するに今までみかんだけ作って、１２

月までで収穫、仕事がおしまいということではなくて、要するに

こういう時期まで作れるかんきつ、良い物が開発されてあるわけ

ですから、そういう物をこの時期に出荷しうるような経営という

ものを作っていくということで、かんきつ経営というのが成り立

っていくという、そういう側面もありますので、私どもとしまし

てはそういうところを強調していきたいというふうに考えており

ます。 

○ 三原委員 

 生産者としても費用対効果を考えるんですよ。４月から６月に

実際にかんきつ、果樹を出すとすればハウスじゃないとできない

んですよね。３月から５月は花が咲く時期でしょ、実がならない

時期なんですよ果樹は。だからこの時期に合わせようとすると、

１０月、１１月に花を咲かせなければならない、それでちょうど

３月から５月に実がなるんですよ。 

○ 竹原果樹花き課長 

 それはおっしゃることと私が言っていることと違いまして、そ

れは収穫の時期は、例えばデコポンですと、要するに申し上げた

いのは貯蔵ということがありますから、そういうことも踏まえれ

ば６月というところまでは可能ではないかと。 

○ 三原委員 

 ですが、消費者というのは新しいものを好んでますよね。１０

ヶ月貯蔵したものを選ぶものかどうか。 

○ 竹原果樹花き課長 

 １１ヶ月貯蔵するのではなく、要するに２月、３月までに収穫

されるもの、それを貯蔵して出荷して販売するということは決し

ておかしな話ではないと思います。 

○ 三原委員 



 おかしくないんですけれども、我々しょっちゅう産地に行っ

て、早くから同じことを言っているんですけれども、それを前か

ら言っているんですよ。私たちが産地に対して。なぜそれを作ら

ないか。費用対効果が合わないからなんですよ。貯蔵しても。 

○ 竹原果樹花き課長 

 それはみかんのことから考えればあろうかと思います。昔はも

っと貯蔵してましたよね。貯蔵庫を造って貯蔵してましたよね。

最近そういうものが少なくなった。今の時点で考えるとむしろ先

ほど申し上げましたような、今でいえばデコポン、不知火であり

ますけれども。 

○ 三原委員 

 正直２割ですよ、８割はこんなに安いのですよ。合わないんで

すよ８割は。要するに２割のものだけが高いんですよ。８割が安

いんですよ。１部に１個１，０００円とか８００円とか言ってる

のは２割しかないんですよ。あとはみんな２００円や３００円で

すよ。 

○ 西嶋課長補佐 

 すみません。私どもは高いものを作るという意味ではないで

す。 

○ 三原委員 

 生産者というのは、どうせ作るのなら高くないと意味がないん

ですよ。 

○ 西嶋班長 

 １，０００円とか高いものではなくて、平均してうんしゅうみ

かんより高い価格になっておりますから、そういうことを言って

おりまして、全体のブランド品が２割でそれ以外というのが８割

という議論ではなくて、うんしゅうみかんなどの生産をして販売

をするよりは、それに比べればデコポンの方がよっぽど良いとい

うことです。 

○ 三原委員 

 生産者手取りは少ないんですよ。 

○ 徳田小委員長 

 これ以上議論しても何なので、基本的に４月から６月というの

はあくまでも果実の全体的な供給とか含めてのいわば、目標とし

て書かれている部分で、これが現実かどうかというのは技術開発

も含めて総合的な視点で最終的には、生産者や生産者団体が最終

的に決めることなので、行政がそこに作りなさいという様な筋合

いではないと思います。ただ行政的にそのような方向に進めて行

く施策なり、技術開発を進めて行こうという趣旨で理解すべきだ

ろうと考えております。 

○ 内藤委員 



 思い違いがあるみたいなので一言申し上げたいんですが、果樹

を増やすということについては別にいけないと言っているわけで

はないんです。輸入量が増えて来るといいますので、その輸入量

を減らす方法を考えれば良いということなんです。そこが端境期

だから、果樹がないから輸入が入ってくるとおっしゃいますけれ

ども、でも実際には果実的野菜があるんですからまた果樹も増や

していけば、入ってくる果物を減らすことはできないかというこ

とを私は申し上げたわけですので、果樹の拡大、４月から６月の

かんきつ類を増やしても別に私はそれに異議を唱えているわけで

はありませんので、先ほど課長の話だとこちらの意見との行き違

いがあるようなので、それだけは申し上げておきます。 

○ 徳田小委員長 

 この委員会のなかで、果樹と果実的野菜、いちご、メロン等仕

切りの問題だと思うんですけれども、これは消費という意味では

相当似たような性格の意味を持っていると思います。生産的な面

ではいちご、メロン、すいかは野菜農家が作っているものという

意味では、これを単純な形でこの場で議論するのは非常に難しい

問題だと思います。これは単に農水省の組織上の問題以外も含め

てあるんだろうと思います。ただ特に消費という面で議論する上

では、それらの３品目というのは視野に入れておかないとなかな

か議論が進まないと、これは事務局の方にもお願いしたい点とし

ては、消費面での資料を作るうえでは、視野に入れて議論は進め

ていって、果実はどうするかという形で議論していったほうが、

立体的議論ができると思いますので、一応ここでは果実を中心と

いうことですけれども、議論の中でそういうようなものも視野に

入れながら議論を進めていったらどうかと考えておりますけれど

も。事務局の方でもこういった考え方でよろしいわけですよね。

いちご、メロン等の動きを無視しては、たぶん消費の議論はでき

ないと思いますので。 

○ 西嶋課長補佐 

 おっしゃるとおり、いわゆる需要というか消費の分はメロン、

いちご、すいかは入って来ると思いますけれども、今日ご説明し

たような生産の関係でいうと、いわゆる永年性作物と１年生作物

の関係がありますので、需要は当然、参考的にメロンなりいちご

なり情報も取り入れていかないといけないと思いますけれども。

生産の方はちょっとやはり違うのかなと考えております。 

○ 林委員 

 ひとつのヒントとして、自分が買って食べる果物と自分が買っ

て人様にあげる果物というのがあって、私の果物屋は買った人と

食べる人が違う場合、付加価値が生まれ非常に売れると。そうい

う物にあこがれを持ってやるとドバッと売れるということを頭に

入れていろいろ議論していただくと物事が見えるかなと思いま

す。 

 みかんなんか今年ずいぶん高いけれど、みかんは正式なギフト

商品になりにくいぐらいになってしまった。デコポンはまだ高

い、先ほど三原委員が言わるように、また役所の皆さんが言われ



ように、１個８００円や１，０００円とかいう物は自分で買って

自分で食べるということはほとんどないわけで、ギフト用に使っ

ている物をなるべく安くして自分が食べたいなという願望が消費

者にあるということを頭のどこかに入れながらお話いただくと整

理がつくかなと言うことで蛇足ですけれども申し上げます。 

○ 徳田小委員長 

 ありがとうございます。先程、事務局の方からもありましたよ

うな形でよろしいでしょうか。 

 そのほかにどなたか何かございますでしょうか。小杉委員、そ

の後、内藤委員。時間的にお二人に限らせていただきますけれど

もよろしいでしょうか。 

○ 小杉委員 

 うんしゅうみかんのところでご説明あったと思うんですけれど

も、我々もうんしゅうみかんの加工の方で、缶詰等を含めて携わ

っているわけなんですけれども、栽培面積がずっと減少傾向にあ

るということのなかで、極早生と早生が生産の半分を占めて伸び

てきているということがあるわけなんですけれども、どうしても

早生、極早生ということになると林委員もおっしゃるとおりおい

しいものを食べさせなきゃいけないというところと、どうしても

そこが逆になっている、極早生は糖度が低い、糖酸比もあまり良

くない、果肉自体も柔らかいというような傾向もあるというなか

で、そのあたりの対策というか、我々も加工原料でやるとしても

やはり身のしまりが悪い物について早くからあまり作りたくない

というようなところもあって、中生、晩生ぐらいのところから作

りはじめるみたいなところが出てくるものですから、そのあたり

の対策というのがどういう感じであるのかなと思いまして。 

○ 竹原果樹花き課長 

 小杉委員がおっしゃるとおり、特に早生、極早生もそうなんで

すけれども、早生の過剰感というのは否定しがたいところであり

ます。これは産地・経営小委員会で議論されたところなんですけ

れども、今、果樹の産地、特にかんきつは傾斜の高いところで生

産をして、要するにコストがなかなか合わないというところでも

引き続き産地、園地として残っているところがあります。そうい

うところは今後のことを考えますと、ある部分というのは森林に

もどすというような手法も考えていかなければならいのではない

か。それともう一つは、それだけではかんきつ経営としては成り

立っていかないし、産地として残っていけない。そうすると品目

の転換を図る必要があるのではないかと考えております。それで

先ほどの議論の続きになるわけですけれども、品目の転換といっ

て転換先は何かということになると、かんきつの産地であれば一

番適地なのはかんきつであります。そういう中でかんきつの中

で、良い品種が出てきているということでありますから、そうい

うような方向に転換してというような姿勢が良いのではないか

と、産地・経営小委員会でご議論いただいた状況でございます。

それに合わせて、需要の面につきましても生産の面につきまして

もそういうような方向に持っていってはどうでしょうか。 



 かつて需給のバランスということで、みかんを伐採して、夏み

かんやいよかん、はっさくに代えた時期がございます。結局、そ

れは上手くいかなかったというのが今時点での評価だと思いま

す。しかし、その時の経験を十分踏まえていくことができると思

いますので、それは急激にある特定な品種を非常に増加させると

いうことにはならないと。幸い、新しいいろんな品種が出てきて

いるので、そういうものへ転換をしていくということで、転換の

先というのが先ほど申しあげたように、貯蔵も含めてああいう時

期に出荷するというのが、経営の面でも良いのではないかなとそ

ういう考え方を持っております。 

○ 林委員 

 経営の面からもそうですが、我々、売る側としても大変ありが

たいと思っております。 

  ○ 竹原果樹花き課長 

 当然、消費者ニーズがない限り経営のことだけ考えてもしょう

がありませんので、今、産地・経営小委員会の方で議論されてい

ることを踏まえてご説明させていただきました。 

○ 徳田小委員長 

 内藤委員お願いします。 

○ 内藤委員 

 ９頁ですが、先ほど無袋化したりんごは長期貯蔵が悪いんです

か。私も良く知らなかったものですから、今ほとんど無袋化した

ふじが、サンふじという名称で出てまして、有袋、無袋という表

示がないんですね。私たちが物を判断する場合には、ふじについ

てだけ無袋化されているのか、他の品種も無袋と有袋があるので

しょうか。そのあたり教えていただきたいのですけれども。 

○ 西嶋課長補佐 

 ふじで言いますと、袋かけしている、いわゆる有袋と言われて

いるものについては、長期貯蔵、産地だとＣｏ２の濃度を高めて

長期貯蔵というのをやっておりまして、だいたい有袋がでるの

が、青森だと３月くらいからですから以降については袋かけをし

たふじが出てます。 

 いわゆるサンふじというのは袋かけしていない無袋のふじでし

て、だいたい各産地、今の時期も出ていますし、青森でも、ふじ

も長期貯蔵保存用は別にしてですね、出ております。例えば袋か

けしないと長期貯蔵に向きにくいということです。全然貯蔵性が

ないということではありませんけれど、長期貯蔵に向きにくいと

いうことです。 

 それから袋かけについてはジョナゴールドですとか王林とかで

すね、そういったものを袋かけしているのもあればしていないの

もあります。すみません、正確な比率は覚えておりませんが、長

期貯蔵するのにふじが向いておりますので、それよりは袋かけし

ている比率は低くなっております。 

○ 内藤委員 



 最近あんまり袋かけしているものを見たことがないものですか

ら、どのくらいの割合で有袋があるのでしょうか。 

○ 西嶋課長補佐 

 長野はあまり袋かけしません。年内出荷とか１月、２月までぐ

らいですかね。青森がりんごの半分のシェアを占めているんです

よ。その青森県の半分が有袋という状況になっております。 

  ○ 内藤委員 

 場所によっては、有袋、無袋の表示をしてあるところもあるん

ですね。サンふじと書いてあるので無袋なのかなと思いますが、

なんにも書いてないのは有袋と考えてよろしいんですかね。 

○ 林委員 

 我々の場合、おいしいですよと言う意味でサンふじという名称

を使うわけですよ。有袋より無袋の方がコストがかからないとい

うとそうでもないみたいですね。無袋だって有袋と同じくらい手

間がかかると聞いて、そうなんだなと思いました。 

○ 内藤委員 

 袋かけというのが色づきのためにかけているとお聞きしたもの

ですから、貯蔵のためなんですね。 

○ 徳田小委員長 

 色づきと病気の関係と両面ですね。 

 いかがでしょうか、もしよろしければ、最後の議題になります

けれども、「論点整理の取りまとめ」ということで、８月に出し

ました中間取りまとめ、更に追加する加筆意見ということでご検

討いただきたいと思います。最初に事務局の方から資料５の「第

４回小委員会における委員意見の概要」と参考３の「果樹農業振

興基本方針策定に当たっての中間論点整理」の流通・加工・消費

関係のポイントについて、簡単にご説明をお願いいたします。 

○ 大出課長補佐 

 それでは、資料５の「第４回需給小委員会における委員の発言

の概要」をお願いします。 

 まず、最初に需給見通しの関係ですけれども、見通しについ

て、浅沼委員から、生産者の高齢化や離農等を背景として栽培面

積・生産量の減少が進んでおり、更に近年の価格低迷による農家

経営への影響等もあり、今後とも厳しい状況が見込まれている。

消費拡大、低コスト化を強化しない限り、生産の維持・向上は望

めないのではないか。次に、三原委員から、消費者側の意見とし

て、国産果実は高いとの意識があるのではないか。また、今後の

果実の需要を考えると、国産果実が減少し、輸入果実が増加して

いくのではないか。次に、内藤委員から、消費者の購入理由とし

て、品種や品質、簡便化志向等が基本にあり、必ずしも果実は高

いから購入しないとの意識は低いのではないか。中間論点整理に

もありますが、外国産果実と差別化等のために国産果実の成分、

機能性の点を積極的にＰＲすべきではないか。川端委員から、輸

入加工品の伸びが大きいのは、食べやすさや保存のしやすさなど



が影響しているのではないか。また、需要動向に関し、価格を重

視するのか、品質を重視するのか、品目ごとに検討することも必

要との意見がありました。梶川委員から、価格と購入量の関係か

ら見ると、さくらんぼのように短期間に出荷されているものと違

い、みかんやりんごのように長期的に出荷され、量的に飽和して

いる品目は、価格が低下したから購入量が増加するという傾向に

はならないので、自給率を検討していく上で、品目ごとに消費の

傾向などを検討していくことが必要ではないかということです。 

 次に、推計手法についての関係ですが、浅沼委員から、現行の

推計手法で需要推計をするとなると、低価格で推計せざるを得な

いことになり、産地の方がついて行けないことになる。トレンド

で推計する場合は、施策効果を議論し数字を取りまとめるべきで

はないかという意見。次に梶川委員からは、トレンドで推計する

場合は、データ量を多くし、いろいろな形で推計して将来望まし

い形の推計量が出るように分析することが必要ではないか。次

に、江郷委員からは、トレンドで推計する場合、生産者・流通関

係者・消費者の努力によって変わるはずであり、そのための消費

拡大、生産・流通面での低コスト化等の施策効果を反映させるこ

とが必要がある。 

 次の頁の関係者ヒアリングにおいて、イトーヨーカドー、日本

果実工業、浅沼委員からご報告をいただきましたけれども、林委

員から、コンテナ輸送費の軽減ということは、現実の問題として

空き容器を生産者に戻すコストがかかる。また、段ボールの印刷

を産地がやたらにカラフルに印刷したりしているが、安い段ボー

ルに必要最小限の印刷で良いのではないか。次に内藤委員から、

消費者への品質管理の情報提供も必要というご意見をいただきま

した。 

 次に、みかん果汁工場について、内藤委員から、消費者は国産

果汁の表示を望んでいるのではないかというご意見をいただきま

した。次に産地の取組の紹介について、林委員から、宅配等産地

直送の場合、それを集める人、値段を設定する人、お金を払う人

のコストがかかる。市場や仲卸を通っても効率的に機能している

場合は中間手数料と変わらないのではないかという意見がありま

した。 

 次に、浅沼委員から、産地直送の場合、宅配料金について、一

定期間なり一定数量で契約を結ぶことによって、一般のものより

は割安にしていただいているようだがみかん、りんご、かき等は

１０ｋｇ箱で運賃比較をすると高くなる。さくらんぼとか高級ぶ

どうであれば良いが、販売価格の安いものについては流通コスト

が割高になってしまうというのが現状ではないかとありました。 

 ここまでは、第４回の概要でありまして、次に参考３の「果樹

農業振興基本方針の策定に当たっての中間論点整理」でございま

す。まず、７頁をご覧下さい。 

 ３の流通からでございます。コストの面でございます。議論し

ていただいたのは、流通コストということで、規格の簡素化や通

いコンテナ等の流通システムの確立、それと取引の電子化のメリ

ットを生かした物流の効率化を図るというような関係で整理させ

ていただいております。今後の方向に書いてありますが、野菜の



取組を念頭に、現行の外観を重視した全国標準規格を廃止し、新

たに生産出荷団体による規格の簡素化を進めるべきではないか。

一方、内部品質を重視した規格の設定について検討すべきではな

いか、という点、通いコンテナ等の流通システムの導入を促進。

一貫した取引の電子化を一層推進するとともに、取引ＥＤＩ、無

線ＩＣタグ、生鮮ＪＡＮコード等を活用し、取引情報と物流の効

率化を推進すべきではないか、トレーサビリティシステムの導入

に当たっては、流通コストの上昇につながらないよう検討すべき

ではないか、ということでございました。 

 次に輸出という点でございます。過去は５万トン近くありまし

たが、１３年は１万トン程度で、その後、台湾のＷＴＯ加盟等に

より輸出が伸びている現状でございます。輸出を促進する上で必

要な情報の共有化なり、関係機関との連携が必要という点でござ

います。それと、海外市場開拓ということでブランドイメージの

確立や安定的な輸出体制の整備が必要である、ということが今後

の方向に書いてあります。 

 次に９頁をよろしくお願いします。加工でございます。 国産加

工品の位置付けということで、必ず出てくるのは、規格外の果実

をどうするのかということで、我が国の技術を生かしたストレー

ト果汁等の高品質加工品を生産すべきではないか、という点。生

産者団体と加工業者との長期取引契約を引き続き推進すべきでは

ないか、ということがあります。 

 次に、果実加工業の基盤強化について整理させていただいてお

ります。みかん果汁工場の厳しい現状を踏まえますとコスト低

減、高品質果汁生産へのシフト等の合理化を推進すべきという点

と、搾汁量が減少している工場は再編も視野に入れた合理化を図

るべきという点と、機能性成分を損なわないような商品開発を推

進すべきという点で整理させていただいております。 

 次に１０頁でありますが、加工品の表示ということで、果実飲

料の義務表示対象化を引き続き検討するという方向と製造業者が

国産品として強調表示することを推進すべきという方向で整理さ

せていただいております。 

 その他、果汁以外の加工品の需要拡大ということで、今後の方

向にありますとおり、国産原料１００％等の高付加価値商品とし

て、生産・販売を図るべきという方向で整理させていただいてお

ります。 

 次に１１頁をお開き下さい。消費でございます。食生活の変化

及び「食」に対する意識の変化の観点から一日当たりの目標摂取

量を達していないとか、若年層で極端に少ないことを整理してお

ります。また、食の外部化、簡便化志向、安全・安心に対する関

心の高まりや健康志向等、消費者ニーズの多様化に対応しまし

て、果実を摂取することの重要性の再認識、食の外部化、簡便化

志向に対応した方向ということで、今後の方向では、本日も議論

していただきましたが、１つ目として、「毎日くだもの２００ｇ

運動」の推進、２つ目として、国産果実のカットフルーツ、外食

産業等への導入やコンビニ等での販売や食材としての活用とか、

３番目は、「食べ易さ」に着目した新品種の育成・普及を促進す

べき、４番目は、販売サイドとの連携して、消費者ニーズを的確



に対応した販売戦略を再構築と、安全・安心、品質、食べ頃、保

存方法等を消費者等にアドバイスする取組を推進というような形

で整理させていただいております。 

 次に販売・流通形態の変化の点でございます。今後の方向に整

理させていただいておりますが、量販店の販売シェアが拡大する

中、品質情報を提供する取組を積極的に進めるとともに、品質管

理体制の一層強化が第１点と、第２点目が果実専門店、デパー

ト、量販店、青果店、コンビニ、産地直販施設等ごとの販売形態

に合わせて、果実の品質や出荷形態を検討する等の対応を産地側

から進めるべきではないか。３点目が、卸売市場法の改正に対応

し、産地でも「ブランド品」や「こだわり商品」を開発し、多様

な流通ルートを用いた積極的な売り込みを図るべきではないか。

４点目が、宅配やインターネット取引のなかで、信頼度の高い商

品提供、確実な集金方法、個人情報保護の観点に立ち、システム

を構築することが必要ではないかということを整理させていただ

いております。 

 次に、品目の多様化でございます。輸入品という観点で取りま

とめさせていただいております。今後の方向の中で、第１点とし

て、需要に見合った生産構造へ転換し、産地ブランドを確立する

とともに国産果実の出荷の少ない３月～５月に出荷できる晩かん

類の新品種への転換等により高品質果実の周年供給体制を確立す

べきではないか。２点目として、国産果実加工品の健康機能性分

等を解明し、ＰＲするという点と、「旬」を強調した果実の販

売、地域に密着した特産果実や産地が取り組む加工品の地産地消

を推進すべきという方向で整理しました。 

 最後に食育という点でございます。今後の方向としまして、１

点目が、「総合的な学習の時間」を活用と保護者への理解の促進

ということ。２点目が、学校給食へ国産果実を提供と定着化の推

進ということで整理させていただきました。 

 なお、最後になお書きで、流通・加工・消費については、関連

産業との連携策を構築することが必要である、ということで取り

まとめさせていただきました。以上、簡単ですけれどもポイント

の説明に変えさせていただきます。 

○ 徳田小委員長 

 それでは、１２月に開催を予定しております果樹部会に提出し

ます論点整理についてご意見いただきたいと思いますが、まず、

確認したいのですが、今回の取りまとめの形式はどのような形な

のかご説明をお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 ８月に出しました中間論点整理につきましては、現状なり、課

題なり、今後の方向という形でまとめさせていただきましたが、

今回の整理につきましては、参考５に食料・農業・農村政策審議

会企画部会の中間論点整理を付けておりますが、これと同じよう

な形で、各項目ごとに文章で整理していただいて、需給小委員会

ですと、流通コストの関係、輸出の概要、それから加工の関係、

それぞれ項目ごとに文章で整理いただければと考えています。 



○ 徳田小委員長 

 今、説明がありましたとおり、内容的には同じようになると思

いますが、形式が文章化ということで、現状と課題、今後の方向

の項目がなくなるということで、表現も合わせて変わってくるだ

ろうということをご理解の上、ご議論をお願いします。流通から

食育まで内容が多岐にわたっていますので、できましたら、項目

を区切ってご意見をいただき、最後に、全体討論という形で進め

たいと思います。それでは、流通の関係のご意見としまして、最

初に言いましたとおり８月の中間論点整理を踏まえ、前回、今回

の消費拡大の議論を踏まえてご意見をいただきたいと思います。

それでは７頁の流通コストについてご議論をお願いします。 

○ 林委員 

 今の流通が良くなくて、これから改善されなくてはならないと

いう感じを受けやすいので、今やっていることでも非常に良いこ

ともあるということをどこかに考えておかないとならない。今が

全部悪いという印象を受けやすいので、私自身は恐れておりま

す。競売システムというのは、長い歴史の中でいろいろなぜい肉

を取って良いところだけになっているが、今、競売システムは悪

用されているということを私は声を大にして言い続けているし、

今も言いたい。そして、優れた競売制度であれば、短時間で、公

正に、公平にできるという視点も十分流通の場合に考え、コスト

の場合も考えなくてはならない。それから次の頁の決済機構につ

いても危惧があるし、それから、電子システムが最高の状態であ

るというような感覚を受けるような表現には、相当な注意を払っ

て書かなければならないということをお願いしたい。それから流

通システムの中で、通いコンテナについて、通いコンテナが一番

良いんだというように読めると思うが、通いコンテナについて

は、中間論点整理に私が言ったことを書いてもらって満足してい

るが、通いコンテナというものは、厳しくチェックを入れると費

用がかかるということを踏まえた上で、提言がなされなくてはな

らないので、はじめに通いコンテナありき、はじめに電子取引あ

りき、はじめにこうありきというようなことは絶対なくて、今の

取引状態も長い歴史の中で積み重ねられて非常に良いところがあ

って、それがどうも注目されていないということを危惧している

ことを一言申し上げたい。以上です。 

○ 徳田小委員長 

 まとめということを考えながら見ていたのですが、前半の部分

は流通、特に卸売流通に関わるご意見だと思うのですが、卸売流

通については、１１頁と２つに分かれておりまして、７頁の方

は、流通コストをいかに下げるかという問題に絞ってここでは理

解した方がよいと思います。今のご意見は、１１頁から１２頁に

かけてのご意見と理解したいと思います。今のが全面的に悪いか

ら変えるというような話ではない。事務局も含めてそういうこと

ではないと思います。最終的なものができましたら、また委員の

方に確認いただくことになると思いますので、その中で、気にな

ることがあれば聞いていただければと思います。後半の部分に関

わってくると思いますが、気になった点としまして、通いコンテ



ナについての部分で「通いコンテナ等の流通システム」となって

いるのですが、「等」は何を指していることだったでしょうか。

教えていただきたい。 

○ 浅沼委員 

 それは、私が発言した内容ですので、お答えします。通いコン

テナがすばらしいということは、要するに、量販店と小売店とで

空き段ボールの処理が必要ないという観点で、通い容器が今求め

られているということですから、そういう観点からすると、小売

り容器の流通も考えられるのではないか、そういったことを行っ

ているところも一部あります。従って、通い容器は、流通容器で

すので、小売り容器での流通という発想もあるということで、

「等」を入れてくださいとお願いしたわけでございます。 

  ○ 徳田小委員長 

 主力量販店では、通いコンテナは既に行われており、あくまで

も１つの事例として挙げており、林委員が言われるように通い容

器だけととらわれがちになると考えますので、流通システムの前

に何か言葉があった方が、どういう目的の流通システムなのか、

ここの場合、流通コストの削減、低コストの流通システムとか、

そういう表現を入れておけば、そういう目的に沿った流通システ

ムであれば、当然検討していくという理屈が成り立つと思う。流

通システムの前に何か形容詞を入れておけば広く見られ、このま

まだと、通い容器以外何が考えられるか、見えにくくなると思い

ます。ここの部分はすべて例示ということで考えていけばよいと

思います。事務局で考えていただきたいと思います。あと、流通

コストの関係で何かありませんか。内藤委員お願いします。 

○ 内藤委員 

 ウの4.でトレーサビリティシステムの記述があるが、私もそう

思います。りんご１つにやっているところもありますが、そこま

でやる必要はないのではないか。消費者はどこの産地で作られた

かが分かればよいのですから、そこのところを検討していただき

たいと思います。 

○ 竹原果樹花き課長 

 今日欠席されていますが、梶川委員の発言を記述させていただ

いております。 

○ 徳田小委員長 

 趣旨としては良いと思いますが、記述の場所としてはどうなの

かと思います。流通コストというよりは、１１、１２頁あたりに

品質管理、情報提供というのがあります、流通コストのところは

コストを下げるという視点で書かれておりますので、むしろ、消

費者への情報提供の中でのそれを進めていく中でのトレーサビリ

ティという視点もありますので、消費の部分も考えられる。事務

局で考えていただきたい。流通コストの関係で他にありませんで

しょうか。 では、次に進みたいと思います。果実の輸出につい

て何かありませんか。特にないようですので、９頁の加工で国産

加工品の位置付けについて、加筆すべき意見などがありましたら



お願いします。何かなければ果実加工場の基盤強化についていか

がでしょうか。それでは、１０頁の加工の品の表示とその他果汁

以外の加工品の需要拡大について併せてどうですか。そうしまし

たら、１１頁の消費について今日の最初の部分の消費拡大の今後

の方向に関わることでけれども、まず、（１）の食生活の変化及

び「食」に対する意識の変化の部分について、消費拡大運動とい

うことで、ここに書かれていることと食育にまたがることになろ

うかと思いますが、「毎日くだもの２００ｇ運動」もここに書か

れておりますし、何かありませんか。林委員お願いします。 

○ 林委員 

 ここには、カットフルーツがすべての解決策のように書かれて

おりますが、カットフルーツを販売する立場として、思ったより

伸びていないということを報告いたします。 

○ 内藤委員 

 林委員のところは高級果物を売っているからではないですか。 

○ 林委員 

 同業者でかなり一生懸命やっているところに聞くと、行列して

売れるような、爆発的に売れるようなことではない。ついでに売

れるということ強調したい。これを見るとカットフルーツは必ず

売れると誤解を招くと思う、この中で、カットフルーツを毎日買

って食べている人はいないと思います。 

○ 徳田小委員長 

 今のご意見は、今後の方向の2.の部分で、今後の消費流通の変

化にあわせた供給形態として、どういうところがあるかというこ

とだと思います。ここでは、例示として、カットフルーツ、外食

産業、食材という順番になっていますが、他にもまだあると思い

ますが、どこを強調して標記すれば良いかということだと思いま

す。事務局の方で検討をお願いします。あと、何かありません

か。浅沼委員お願いします。 

○ 浅沼委員 

 いずれ２７年度目標とした生産目標の数字を作ることになると

思いますが、自給率の維持の観点から見るとなると、現状から見

ますと、国内生産の減少は、歯止めがかからない状況であり、一

方輸入品についてはＦＴＡやＷＴＯの今後の東南アジア諸国との

交渉の中で、関税が下げられるか撤廃されるかということになっ

てくる。果実の場合はかなり関税率が下がっていて１７％くらい

と思いますが、これが０％になるとかなり大きな影響を与えるこ

とになる。このままだと自給率の維持はできないのではないか。

そういう意味から、消費拡大は大きな意味があると思っていま

す。自給率と２７年度目標を導き出す上でも消費拡大対策がどれ

だけ国産果実の消費維持に役立つかを検証しながら、作っていた

だきたい。 

○ 徳田小委員長 



 浅沼委員の発言は、企画部会で取りまとめている論点整理の中

にある、今後の方向の需給見通し等の考え方と今後の関わりだと

思うのですがその辺どうでしょうか。自給率の議論は具体的にど

こまで進んでいるのか。 

○ 西嶋課長補佐 

 資料４で生産関係について説明させていただきましたが、自給

率の議論は食料・農業・農村政策審議会企画部会の方で議論を行

っておりますが、具体的な検討まで進んでおりませんので、具体

的な数字、考え方については、もう少し先になると思いますが、

論点整理なり、今後出される基本方針の中で位置付けられること

となると思います。また、浅沼委員は、日園連でこれまで色々取

組をされていますが、具体的に消費拡大対策に何を期待されてい

るのか。その辺、教えていただければ、論点整理に書き込みたい

と考えています。 

○ 浅沼委員 

 まだ、意見として出せるものはありません。 

○ 徳田小委員長 

 他にどうでしょうか。ここでは、消費拡大の方向ということに

なると思いますが、具体的な話もあると思いますので、何かあり

ましたらお願いします。林委員お願いします。 

○ 林委員 

 一言だけ言わせてもらいます。今まで、果物とか、野菜とか売

っている販売店から、ひとつの品種がなくなったことがあること

を報告いたします。グレープフルーツが自由化になって、日本の

果物がつぶれそうだという印象を受けるニュースがある時出まし

た。非常に売れて、都内の果物店やグレープフルーツを売ってい

る八百屋から一斉に、２，３日でなくなったことがあります。ど

ういうことを強調したいかというと、グレープフルーツが自由化

になるといった時には、グレープフルーツはみんなが食べている

と思っていたが、ニュースでよく言うものですから、食べたこと

のない人が一度買ってみるかということになり、良く売れたこと

を経験しております。意外に果物を食べていなくて、ラ・フラン

スにしても意外に食べたことのない人がいっぱいいるということ

を強調したい。それをどうするかというと、宣伝費を出してもら

って、テレビなどのマスメディアを活用して果物を食べると長生

きするとか、果物は安いなど流してもらったらどうか。グレープ

フルーツの時を思い出してご報告させていただきます。 

○ 徳田小委員長 

 今のご意見は今日の消費拡大対策の中で出てきた部分のことだ

と思います。いくつか発言がありましたが、川端委員の発言にあ

りました、データベース化、情報の提供ということ、情報の発信

源を1.当たりに何らかの形で書き込みができればと思います。関

係機関との連携では生産サイドと販売サイドとの連携が書かれて

いますが、もっと幅広い連携を考える必要があると思います。 



○ 竹原果樹花き課長 

 林委員のご意見は大変貴重な意見と考えます。例えば、さくら

んぼの例で見ますと、以前は関東で売られていましたが、今は九

州まで売られるようになった。地域によって食べられるものが違

う。国産果実の例を見ても言えるのではないか。国内果実を全国

で食べてもらうような取組が必要ではないかということで、大変

参考になりました。 

○ 徳田小委員長 

 よろしいでしょうか。販売・流通形態の変化に移りたいと思い

ます。先ほどの林委員のご意見は、ここでの提言と考えます。他

に何かありませんか。特にないようですので、品目の多様化につ

いてはいかがでしょうか。林委員、竹原課長からの発言を考えれ

ば、国産果実でも地域的にまだ流通していないのではないかとい

うご意見がありましたが、地域的なものもここで検討する課題だ

ろうと思います。他にどうでしょうか。林委員お願いします。 

○ 林委員 

 幼稚園のお弁当がトレンドだった頃、必ずお弁当の中に果物を

ひとつ入れることが流行りました。それに乗っかって、果物が安

定して、値段と珍しさ、おもしろさと何となくかっこよさで、キ

ウイフルーツというのがでて、東急百貨店のすぐ近くにニュージ

ーランドの店があり、１個２００円の時に、あれが１個１００円

くらいで売れたらいいなと言う４０年代始めにありました。幼稚

園の子供のお弁当の中に必ずキウイフルーツが入る。また、高い

さくらんぼを３，４粒入れて親が見栄で子供のお弁当にさくらん

ぼを必ず入れるはやりがあった。うちは果物屋でしたから、子供

のお弁当にさくらんぼを入れなかったら、園長先生が林さんのと

ころであれば高い値段のさくらんぼだけのお弁当を持ってきても

良いのに、気にして、さくらんぼを全然入れないお弁当を子供に

持たせているのは林さんのところだけでしたとほめられた。そし

てさくらんぼが安くなった時に幼稚園にさくらんぼを寄付した

ら、園長先生が他の親に対して、安くておいしい果物を子供のお

弁当に入れなさい、高ければ良いというものではありませんとし

かっていたことを記憶しています。人のまねをするということが

あるので、みんながやっていれば高いものも売れるということも

あるので、そういった作戦もあるのではないか。 

○ 徳田小委員長 

 具体的な消費拡大対策というところで、ご意見いただければと

思います。それでは、食育について何かありませんか。特にない

ようですので、全般にわたって何かありませんか。では、私の方

から、観光果樹園の文言について経営の方に入っていますので、

流通の方にも記述できないか検討いただければと思います。 

 なければ、これまでのご意見を承るということにさせていただ

きたいと思います。私も含めていくつか意見が出ましたけれど

も、具体的な文言については、事務局の方で検討いただいた上

で、小委員長である私に一任ということでお願いしたいと考えて

おります。内容につきましては、委員の皆様に再度ご提示する形



で調整したいと考えております。取りまとめにつきましては、小

委員長である私に一任ということでお願いしたいと考えておりま

す。また、事務局の方にお願いなのですが、本日欠席の委員と所

用により途中退席された委員にも何らかの形でご意見を聞いてい

ただきたいと思います。 

 本日の議論については、終わらせていただくこととします。な

お、次回の小委員会につきましては、果実の需要の長期見通しに

ついて議論いただくことになりますが、開催につきましては、年

明けになると思いますので、後日、事務局の方からご連絡がある

と思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは事務

局の方からよろしくお願いします。 

○ 大出課長補佐 

 本日はご多忙の中のご出席に加え、長時間にわたるご議論、誠

にありがとうございました。引き続き委員の皆様には、論点整理

に向けて、ご面倒をおかけしますが、今後とも宜しくお願いしま

す。なお、本日の小委員会の概要は、小委員長にご確認いただい

た上で、近日中に、農林水産省のホームページにおいて提示して

いく予定になっております。また、詳細な議事録については、前

回同様、後日、委員の皆様にご確認していただいた上で、農林水

産省のホームページに掲載したいと考えておりますので、宜しく

お願いします。本日はご多忙の中、ご出席いただきありがとうご

ざいました。 

 

午後３時５３分 閉会 


